
後見 で地域に 貢献               受講料無料 

令和 8 年度 大阪府市民後見人養成講座 

～ オリエンテーション開催のご案内 ～ 

  

 
 

 

 

判断能力が十分でない方（認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのある方）の生活を身近な立場で支援し、だれもが

住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会の実現をめざし、「市民後見人」が活動しています。 

社会貢献に意欲と熱意のある市民の方を対象に「市民後見人養成講座」を開催します。 
 

◆「成年後見制度」とは？ 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないため自分自身で契約や財産管理などの法律行為を行うことが難

しい場合に、家庭裁判所から選任された成年後見人等がその援助をする制度です。 

◆「市民後見人」とは？ 

家庭裁判所から選任された市民が、成年後見制度の担い手として活動を行います。市民後見人は所定の養成講座を受け、成年後見制

度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけ、地域福祉活動として報酬を前提としない後見活動に取り組んでいます。また、市民

後見人の活動が円滑に行えるよう、市町村行政・社会福祉協議会や専門家（弁護士・司法書士・社会福祉士）がサポートします。 

 

 養成講座の流れ ※市民後見人養成講座は、次の３部から構成されます。 

①オリエンテーション  「市民後見人とは何か」を学びます。 ※オリエンテーションはどなたでもご参加

いただけます。 

※基礎講習には受講要件があります。 

詳しくは裏面応募概要をご確認ください。 

基礎講習開講予定日 
(いずれか一方の会場でご受講いただきます) 

大阪市会場 
 

岸和田市会場 
 

8 月 29 日 
 

9 月 5 日 
 

9 月 19 日 
 

9 月 12 日 
 

9 月 26 日 
 

10 月 3 日 
 

10 月 17 日 
 

大阪市会場
と合同開催 

 

※基礎講習の出席要件や面接選考などにより 

 実務講習の受講認定を行います。 

▼ 応募 …受講ご希望の方はお申込みください。 

②基礎講習（４日間）  
大阪市・岸和田市の２会場で開催。 

成年後見制度の基礎等を学びます。 

▼ 選考面接 …実務講習の受講意思等を確認します。 

③実務講習（５日間） 

 +ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講習（動画） 

＋施設実習（１～２日間） 

 

充実のグループワークと施設実習！ 

後見活動の実践的な知識を学びます。 

加えて、後見人として知っておきたい周辺知識

を、動画講義でご受講いただきます。 

▼ 選考面接 …バンク登録の意思等を確認します。 

市民後見人バンク登録  

令和 9 年４月１日付でバンク登録。 

家庭裁判所から選任される可能性がある場合、連

絡させていただきます。 
 

 

 
お申し込み・お問い合わせは…                   権利擁護推進室   検索  

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 

地域福祉部 権利擁護推進室（市民後見担当） 

〒542-0065 大阪市中央区中寺 1-1-54 

大阪社会福祉指導センター3 階 

 電 話 
06-6764-7760 
(平日 9:00～17:30) 

 ＦＡＸ 06-6764-7811 

 メール osk-shimin@osakafusyakyo.or.jp 

  ●主催：大阪府・大阪府社会福祉協議会・池田市・豊中市・高槻市・茨木市・枚方市・門真市・東大阪市・八尾市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・和泉市・岸和田市 

貝塚市・忠岡町・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 

●共催：豊中市社会福祉協議会・枚方市社会福祉協議会・東大阪市社会福祉協議会・八尾市社会福祉協議会・富田林市社会福祉協議会・大阪狭山市社会福祉協議会・河内長野市社会福祉協

議会・和泉市社会福祉協議会・岸和田市社会福祉協議会・泉佐野市社会福祉協議会・泉南市社会福祉協議会 



募 集 概 要 

 

  
基礎講習の受講要件 ※オリエンテーションはどなたでもご参加いただけますが、基礎講習は次の①～⑥すべてに該当する方のみ対象となります。 

① 次の大阪府内 18 市 4 町のいずれかに在住または在勤の方。 

池田市・豊中市・高槻市・茨木市・枚方市・門真市・東大阪市・八尾市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市 

河内長野市・和泉市・岸和田市・貝塚市・忠岡町・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 

② 原則として「オリエンテーション」に参加し、講座の趣旨をご理解・ご賛同いただいた方。 

③ 令和 9 年 3 月 31 日現在の年齢が、25 歳以上 70 歳未満の方。 

④ 次のいずれにも該当しない方。 

(1) 後見業務の養成研修を有する団体（専門職団体等）に所属している方。 

（2）現に、親族以外の方の後見人として活動している方。 

⑤ 原則として、基礎講習のすべての日程（全４日間）に参加し、すべての科目を受講できる方。 

⑥ 成年後見制度や社会福祉活動に理解と熱意をもち、市民後見人として活動する意志のある方。 

 

 オリエンテーションへのお申込み方法 ※申し込み期日：各会場実施の２日前まで 

方法① QR コードから 

申込フォームに必要事項ご入力のうえ、 

送信ボタンをクリックしてください 

下記のいずれか１会場にご参加ください（同内容です） 

方法② FAX または電話にて  
 

FAX：０６－６７６４－７８１１ 

TEL：０６－６７６４－７７６０ 
（電話の場合は以下の内容をお伝えください） 

 

 ご希望 日時 会場（所在地） 定員 最寄駅 

①   
6 月 13 日(土) 

10:00～12:10 
門真市 

門真市役所本館 2 階 大会議室 

（門真市中町 1‐1） 
39 

京阪「門真市」駅 

京阪「古川橋」駅 

②   
6 月 13 日(土) 

9:50～12:00 
岸和田市 

opsol(岸和田市立)福祉総合センター２階 

研修室２（岸和田市野田町 1‐5‐5） 
50 南海本線「岸和田」駅 

③   
6 月 20 日(土) 

10:00～12:10 
高槻市 

高槻市役所 総合センター15 階 C1501 会議室 

（高槻市桃園町 2‐1） 
50 

阪急「高槻市」駅 

ＪＲ「高槻」駅 

④   
6 月 20 日(土) 

14:00～16:10 
東大阪市 

布施駅前市民プラザ多目的ホール  

（東大阪市長堂 1‐8‐37 ヴェルノール布施 5 階） 
174 近鉄奈良線・大阪線「布施」駅 

⑤   
6 月 26 日(金) 

14:00～16:10 
富田林市 

富田林市立多文化共生･人権プラザ TONPAL 3 階 

（富田林市若松町 1‐7‐1） 
50 近鉄長野線「富田林」駅 

⑥   
6 月 27 日(土) 

9:40～11:50 
大阪市 

大阪府社会福祉会館 5 階 501 

（大阪市中央区谷町 7‐4‐15） 
150 

大阪メトロ「谷町六丁目」駅 

大阪メトロ「谷町九丁目」駅 

⑦   
7 月 4 日(土) 

10:00～12:10 
豊中市 

豊中市立地域共生センター西館 3 階 大会議室 

（豊中市中桜塚 2‐28‐8） 
80 阪急「岡町」駅 

⑧   
7 月 4 日(土) 

9:50～12:00 
泉南市 

泉南市役所 本館 2 階 大会議室 

（泉南市樽井 1‐１‐1） 
30 

南海本線「樽井」駅 

ＪＲ｢和泉砂川｣駅 

ふりがな  
連絡先 TEL （     ）     － 

氏 名 

（   歳） 
連絡先 FAX （     ）     － 

メールアドレス 
                                 

                                 

お住まいの 

市区町村 

 

お勤め先の 

市区町村 

※在職中の方のみ 

オリエンテーション 

受講経験 
あり ・ なし 

※お申込み受け付け後、参加票等の送付はいたしませんので、各自会場へお越しください（各会場とも開始時刻の 30 分前から受付を行います）。 

※定員超過によりご参加いただけない等の場合は、事務局から連絡させていただきます。 

※その他、何らかの事情により、会場変更をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。 


